
暦年贈与の仕方

CONTENTS

確定申告対策 ~その 2～

税理士法人アクシス
社会保険労務士法人アクシス
行政書士法人アクシス
株式会社徳島経理代行センター
株式会社マネジメント・スタッフ
有限会社エムエスサービス

【徳島本社】
〒770-0051
徳島市北島田町１丁目３番地３
TEL　 088-631-8119
FAX　088-632-6543

【吉野川支店】
〒776-0005
吉野川市鴨島町喜来字宮北485番地1
TEL     0883-26-0182
FAX    0883-26-0187

2017 年 12 月号NEWS LETTER

Vol48
お客さまとともに





 

 



確定申告のご案内

今年も残りあとわずか︕確定申告の準備を始めましょう︕

不動産収入のある方

今から資料の準備を進めていきましょう！

【お問合せ】 税理⼠法⼈アクシス 徳 島 本 社 TEL:088-631-8119
吉野川支店 TEL:0883-26-0182

医療費控除を受けたい方

株の売買をされた方

個人事業主の方

□ １⽉からの通帳は全て記帳できていますか︖
□ レシート・領収書等は整理して保管していますか︖
□ 売掛や在庫の残⾼を確認する準備はできていますか︖

□ 医療機関のレシート・領収書は整理されていますか︖

□ 固定資産税の納税通知書は⼿元にありますか︖

□ 特定⼝座年間取引報告書を忘れずに保管（１⽉頃発送）

保険に加入されている方

□ ⽣命保険・地震保険の控除証明書はお⼿元にありますか︖
□ 満期を迎えた保険がある場合、満期通知書はありますか︖

ご不明点は税理士法人アクシスに
お気軽にご相談ください！



賞与支払届の提出を忘れると

提出時期について

賞与支払届とは？

賞与の社会保険料
賞与支払届の提出忘れていませんか？

賞与（ボーナス）を従業員や役員に支給すると、
「賞与支払届」により賞与の支給額等を管轄の年金
事務所又は事務センターに届出する必要があります。
届出内容により標準賞与額が決定され、これによ

り賞与の保険料が決まります。

賞与を支給した支給日より５日以内に賞与支払届および総
括表を管轄の年金事務所又は事務センターに提出します。

社会保険労務士
橋本育代

社労士
顧問契約

もう余計なことはやりたくない！
全ての社会保険手続きを何とかしたいときは

従業員数
（役員・パート含む） 右記以外（税抜） 建設・飲食

県外事業所（税抜）

1-9名 月額10,000 円 月額15,000 円

10-19名 月額15,000 円 月額20,000 円

20-29名 月額20,000 円 月額25,000 円

■ 顧問契約料金表※３０名以上の場合は別途お見積り

遡って届出をすることになります。
その場合、賞与に掛かる社会保険料が一気に会
社に徴収されますので、届出もれがないよう、ご
注意ください。
※年金事務所の調査で発覚するケースが多い



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主催︓社会保険労務⼠法⼈アクシス  協⼒︓税理⼠法⼈アクシス 

貴社名 

ＴＥＬ 

ご参加者 

代表者名 

ご所在地 
〒 

 

 

 
ＦＡＸ 

 
Email 

 
必ず記載 

※頂いた個人情報は、本セミナー以外の目的では使用しません。 

お申し込み ⇒ ＦＡＸ：０８８－６３２－６５４３ 

ずっと使える︕雇⽤のウラ技 
⼈を雇うとき覚えておいてほしいこと 
セミナーの内容 
◎ 専門家お勧め︕採⽤で活⽤できる助成⾦ 
◎ 社会保険料は雇い⽅でこんなに違う︕ 
◎ 必ず発生する残業代を考えた、賢い給与の払い方 
◎ 業種別、徳島県の給与相場を知る 
◎ トラブルを未然に防ぐ、雇用契約書の作り⽅ 

創業間もない事業所様向けセミナー 

業種 
 

 

 

開 催 日／１２月７日（木） 

開催時間／１３:３０～1５:００（受付／13:１5～） 
 

【講師】 

社会保険労務士法人アクシス 

代表社員 社会保険労務士 

 樫葉 稔（かしば みのる） 

場 所／ 
税理士法人アクシス セミナールーム 
（徳島市北島田町 1 丁目 3 番地 3） 

  駐車場あり 
 

費 用／    無料 
※どなた様でも 

ご参加いただけます。 
 

お問い合わせ／ 
088-631-8119 
kashiba@m-staff.com 

担当：樫葉、後藤 


